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入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札者の決定及び契約締結は、当該工事に係る令和７年度予算（暫定

予算を含む。）が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

なお、本工事は、入札手続き等について、一部を除き、下記分任支出負担行為担当官とは

別の事務所（関東地方整備局利根川下流河川事務所）において行う工事です。

本工事は、総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）「地域密着工事型」、「難工事指定

の試行工事」、「建設業法第26条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（専任特例

２号の場合の監理技術者）の配置を認める工事」である。

また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

令和７年１月３１日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

霞ヶ浦河川事務所長

山本 陽子

記

１．工事概要

（１）工事名 Ｒ７・８土浦出張所管内中岸河川維持工事（電子入札対象案件）

（電子契約対象案件）

（２）工事場所 土浦出張所管内（中岸）

（３）工事内容 本工事は、土浦出張所管内中岸において、堤防除草３回、清掃工、

堤脚水路設置工、維持補修工（水質事故対応等）及び河川情況把握等

の河川維持工事を施工するものである。

地形等 当該地区は、水郷筑波国定公園内に位置し、多くの河川利用者が訪

れる水辺空間であり、施行されている堤防護岸の背後地には住宅地の

他、田畑が広がっている。

（４）工事概算数量 Ｒ７年度

堤防除草工 約１，０１０千ｍ２

清掃工 １式

堤脚水路設置工 １式

維持補修工 １式

水質事故対応 １式

レンギョ処理 １式

維持補修工 １式

河川情況把握 １式

（地震時、洪水時）

Ｒ８年度
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堤防除草工 約１，０１０千ｍ２

清掃工 １式

堤脚水路設置工 １式

維持補修工 １式

水質事故対応 １式

レンギョ処理 １式

維持補修工 １式

河川情況把握 １式

（地震時、洪水時）

（５）工期 令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで

（６）資料 ①別冊図面 ②別冊仕様書

（７）本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する

評価」について記述した、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び

競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素

を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）の工

事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工

内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評

価落札方式の試行工事である。

本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事

である。

（８）本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表－２

による。

①「工事環境の改善」実施工事

②完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工

事

③工事コスト調査結果により、工事成績評定を減ずる試行工事

④総価契約単価合意方式

⑤出来高部分払方式

⑥「設計審査会」の設置対象工事

⑦難工事指定工事

⑧難工事施工実績評価対象工事

⑨難工事功労表彰評価対象工事

⑩週休２日交替制適用工事（月単位）

⑪地域密着工事型

⑫生産性向上チャレンジの試行工事

⑬熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）第７０

条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）令和７・８年度一般競争（指名競争）参

加資格業者のうち定期受付において維持修繕工事に申請を行い受理されている者で、

令和７年４月１日に（維持修繕工事に）認定がなされる者であること（会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は
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民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長（以下「局長」という。）

が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）参加資格の再認定を受けているこ

と。）。

（３）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

（４）下記に示す市町村内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。（経

常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書第３条に記載されている事

務所の所在地が下記に示す市町村内であること。ただし、当該事務所が当該経常建設

共同企業体の構成員の建設業法に基づく本店、支店、営業所の場合であること。）

茨城県：神栖市、鹿嶋市、鉾田市、潮来市、行方市、小美玉市、稲敷市、牛久市、

龍ケ崎市、つくば市、土浦市、石岡市、取手市、笠間市、かすみがうら市、

つくばみらい市、東茨城郡大洗町、東茨城郡茨城町、稲敷郡美浦村、

稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町、水戸市、桜川市、筑西市、

下妻市、ひたちなか市、常総市、坂東市、守谷市、結城郡八千代町

千葉県：銚子市、香取市、成田市、旭市、匝瑳市、香取郡東庄町、香取郡神崎町、

香取郡多古町、印旛郡栄町、富里市、印西市、我孫子市、山武市、佐倉市、

柏市、山武郡横芝光町、山武郡芝山町、印旛郡酒々井町

（５）別表－１の期間に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下

記（ア）の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。（共同企業体の構成員と

しての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。（ただし、異工種建設工

事共同企業体については適用しない。））

（ア）河川における堤防除草を行った工事（機械除草（肩掛け式のみの除草を除

く））であること。

上記でいう河川とは、一級河川、二級河川及び準用河川とする。

ただし、申請できる同種工事の施工実績は１件のみとし、これを超える件数の施工

実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局等所掌の工事（地

方整備局、北海道開発局または沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係

を除く。）に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記４．成績評

定①の評定点（評定点が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が６５

点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記（ア）の施工実績を有す

ること。

また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績の

み同種工事の実績として認める。

（６）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）発注工事で、本発注工事の工事種別にお

ける過去２年間の工事成績評定点の平均点が、２年連続で６０点未満でないこと。

（７）次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を本発注工事に専任で配置できること。

本発注工事は、工期の始期より主任（監理）技術者の専任を要する工事である。複数

の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について、次に掲げる基準を満たして

いること。

１）主任技術者は、１級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士（土木）、若し
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くはこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事

種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。

監理技術者にあっては、１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有す

る者であること。

詳細は入札説明書による。

２）１人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した上記（５）（ア）に掲

げる工事の経験を有する者であること。（共同企業体の構成員としての経験は、出

資比率が２０％以上の場合のものに限る。（ただし、異工種建設工事共同企業体に

ついては適用しない。））

また、申請できる同種工事の工事経験は１件のみとし、これを超える件数の工事

経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。

なお、当該工事経験が平成８年４月１日以降に完成・引渡しが完了した大臣官房

官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局等所掌の工事（地方整備局、北海道開発局ま

たは沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。）に係るものに

あっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記４．成績評定①の評定点（評定点

が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が６５点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定の主任（監理）技

術者が上記（５）（ア）の工事経験を有していればよい。

また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事におい

ての経験のみ同種工事の工事経験として認める。

３）監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了して

いる者であること。

４）配置予定の主任（監理）技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要で

あるので、その旨を明示することができる資料を別記様式－１－１で求めており、

その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。

（８）本工事に事業協同組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は、単体

として申請書及び資料を提出することはできない。

（９）経常建設共同企業体の構成員は、本発注工事に対応する建設業種の許可を有してか

らの営業年数が３年以上あること。

（10）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約

に係る指名停止等の措置要領（昭和59年３月29日付け建設省厚第91号）に基づく指名

停止を受けていないこと。

（11）上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連のある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同

体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面におい

て関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。

（12）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説

明書による。

（13）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

（14）工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負

契約の履行が不誠実でないこと。
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３．総合評価に関する事項

（１）落札者の決定方法

入札参加者は「価格」、「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関

する評価」並びに「施工体制」をもって入札に参加し、次の１）、２）の要件に該当

する者のうち、（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」とい

う。）の最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲で、発注者の定める最低限の要求要件

を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあ

る。

なお、落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下

回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。

１）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

２）評価値が、標準点を予定価格で除した数値（「基準評価値」）に対して下回らな

いこと。

（２）総合評価の方法

１）「標準点」を１００点とし、「施工体制評価点」の最高点を３０点、及び「加算

点」の最高点を４３点とする。

２）「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、下記①

②③の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」

として与える。また、「施工体制評価点」は、下記④の項目を評価して与える。

①企業の技術力

②配置予定技術者の技術力

③賃上げの実施に関する評価

④施工体制（施工体制評価点）

３）「標準点」は、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場

合に１００点を与える。

４）価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記

によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札

価格で除して得た評価値をもって行う。

（３）（２）２）①②③④の評価項目の詳細は、入札説明書による。

４．入札手続等

（１）担当部局

関東地方整備局利根川下流河川事務所経理課

電話 ０４７８-５２-６３６２

電子メール ktr-tonege-keiri＠mlit.go.jp

（２）入札説明書の交付期間及び方法

入札説明書を電子入札システムにより交付する。交付期間は、別表－１のとおり。

ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希

望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記（１）に電子メ

ールにて依頼を行うこと。
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受付期間は、別表－１のとおり。

（３）申請書及び資料の提出方法、受付期限

１）申請書及び資料は、電子入札システムにより提出すること。

なお、申請書及び資料が１０ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明

書による。

受付期限は、別表－１のとおり。

２）電子入札における資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料の内

容を確認したものではない。

（４）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

１）入札の締切日時は以下のとおりとする。

入札の締切は、別表－１のとおり。電子入札システムにより提出すること。

２）開札は別表－１のとおり、関東地方整備局利根川下流河川事務所経理課にて行う。

なお、落札決定の日は令和７年４月１日を予定する。

３）契約締結日及び工期の始期は令和７年４月１日とする。

ただし、令和７年４月１日までに令和７年度予算（暫定予算を含む。）が成立し

なかった場合は、契約締結日は令和７年４月２日以降、予算が成立した日とする。

４）暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とする

が、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期

間分のみの契約とする。

５．その他

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

①入札保証金 免除。

②契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行水戸代理店（常陽銀行本店））。た

だし、利付国債の提供（取扱官庁 関東地方整備局）又は金融機関若しくは保証事

業会社の保証（取扱官庁 関東地方整備局）をもって契約保証金の納付に代えるこ

とができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契

約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

③契約保証金等を必要とする契約の保証期間は、工期を含むものとする。

（３）入札の無効

本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

（４）配置予定の主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により、配置予定の主任（監理）技術者の専任制違

反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

むを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められ

ない。

（５）専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回

った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす

技術者の配置を求めることがある。詳細は、入札説明書による。

（６）契約書作成の要否

要。

（７）本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方との随意
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契約により締結する予定の有無

無。

（８）申請書及び資料の作成に関する説明会は、実施しない。

（９）入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）のヒアリングを実施するとともに、

ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。

（10）関連情報を入手するための照会窓口

４．入札手続等（１）に同じ。

（11）２．競争参加資格で求める施工実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認できない場合は、

当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合と

は、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）参加資格の再認定（又は新

規の認定）」を受けていない、若しくは、再認定（又は新規の認定）時に実績の承継

が認められていない場合を指す。

（12）本案件は、資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。また、契

約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電

子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入

札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きに

ついては入札説明書による。

（13）本入札の競争参加資格は、上記２．（２）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格

の申請を行い受理されている者で、令和７年４月１日に認定がなされる者であること

が条件となり、令和７年４月１日に一般競争（指名競争）参加資格の認定がなされな

い場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。

（14）詳細は、入札説明書による。
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別表－１

本発注工事における手続き期間等

電子入札システムによる受付時間 ９時00分から17時00分まで。

２．競争参加資格 企業の施工実績とすることがで 平成21年４月１日以降

（５） きる期間

４．入札手続等 入札説明書の交付期間及び受付 令和７年１月31日（金）から令和７

（２） 期間 年３月11日（火）まで。

（電子入札システムの受付時間内に

限る。ただし、最終日は12時00分ま

で。また、土曜日、日曜日及び祝日

等（行政機関の休日に関する法律

（昭和63年法律第91号）第１条第１

項に規定する行政機関の休日（以下

「休日」という。））は除く。）

４．入札手続等 申請書及び資料の受付期限 令和７年２月12日（水）まで。

（３） （審査基準日） （電子入札システムの受付時間内に

限る。ただし、最終日は12時00分ま

で。また、休日を除く。）

４．入札手続等 入札の締切 令和７年３月11日（火）12時00分

（４）

開札 令和７年３月14日（金）11時00分


